
第 17回　 出品規約 2026

【お問い合せ先】　 事務所

　　2026年３月９日（月）～３月１５日（日）（最終日の15日は午後３時に閉会します）
東京都美術館　１階　第１、第２展示室に於いて開催いたします。（東京都台東区上野公園8-36）

作品部門は絵画、彫刻　参加資格はどなたでも出品できます。
初めて応募される方へ。この展覧会は主に関東、甲信越、東北、北海道の出品者を対象とした行動展の春季展です。
出品者全員の展示を心がけていますので皆様の意欲あふれる作品をお待ちしています。
出品は行動展の選外作品や次回の出品作品も認めます。ただし他の展覧会に発表したものは出品できません。

出品規定
一般出品者の絵画の大きさは F30号～最大 F130号（194×162㎝）（S120号は不可）
会友は最大 F150号（227×182㎝）（S150号は不可）60キロまで。
彫刻は重量１m2に対して250キロまで。最大は、床面積1.5m ×1.5m 以内。高さ2.5m以内とする。

搬入
３月３日（火）午前９時30分より午後４時まで東京都美術館裏 搬入口より入館し、地下3階 行動美術 TOKYO展受付へ。
出品者は搬入時に規定の出品票を添えて申し込みください。注・作品は館外にて解梱すること。
出品作品には額縁そのほか陳列に適当な装置を付けてください。裏面には作品の天地を明記してください。
出品票には正副ともに題名、住所、氏名をはっきりと書いて裏面の右上に貼ってください。
額縁の取り付けなど不完全なものや展示に不向きな作品は受け付けないことがあります。
出品作品について、預かり中は十分に注意しますが不慮の損傷や紛失について当協会は責任を負いません。

　　　　注・作品の搬入・搬出は、必ず美術館裏側の搬入搬出口より行ってください。正面入口からの搬入は出来ません。
　　　　注・搬入された作品は全て搬出日まで当方で預かります。
　　　　注・搬入の際に自動車を使用する方は速やかに退去してください。

地方からの出品で個人搬入が困難な方は、まず事務局にお問い合せください。下記の取扱店宛に２月24日（火）までに届くように
出品票と出品料を添えて別送してください。搬入方法や手数料は直接取扱店にお問い合わせください。

 日本美術商事㈱　〒110-0002 東京都台東区上野桜木2-15-2　TEL03（3822）3877
　　　　注・搬入期日前に美術館宛に作品の送付は受け付けません。出品に関する費用は出品者の負担とします。
出品手続

初めて応募される方は下記の事務局までTEL、FAX、Eメールで必要書類を請求してください。
該当地区の方で行動展に入選された方には出品書類一式を送付いたします。
・出品規約・出品票・出品料振込用紙・出品調査葉書
一般は２点まで出品できます。出品料は１点の方は10,000円　２点の方は15,000円
会友は２点まで展示できます。会費はあらかじめ所定の用紙にて納入してください。

出品料の振込
出品規約の内容を一読の上、指定の用紙にてお振り込みください。振り込みされた受領書は大切に保管してください。
出品料は事前に郵便振込をお願いしていますが、やむを得ない場合には搬入時に受け付けます。
また出品を事前に申し込みされてない方でも、３月３日（火）の直接搬入を受け付けます。
一般出品者の方は点数により出品料が異なりますのでよくご確認してください。
出品料を振り込まれた方は出品票の作品預り証の振込済の欄に○印を付けてください。

審査について
出品作品は必ず１点は展示いたしますので入落通知は致しません。
全会員によって審査を行い、優秀と認めた作品には賞を贈ります。

入選者は下記の規定に従ってください
審査陳列については当協会の方針に従うこと。展覧会開催中は勝手に作品を持ち出さないこと。
入選作品は当協会の印刷物及びホームページなどの掲載を許諾するものとします。

搬出
作品の搬出は３月17日（火）の午前９時30分より午後２時までに必ず責任をもって搬出してください。
その時間内に搬出しない作品は、上記の日本美術商事㈱取扱業者に引き取らせます。その場合には、別途保管料が
必要となります。搬出時間以後は当協会では一切責任を負いません。
作品搬出の際には出品預り証を必ずご持参ください。

　授賞式　３月９日（月）午後４時10分から　第１会場にて開催いたします。
　　　　　※授賞式の後に懇親会を予定しています。
会期中の協会事務所は３月８日（日）から３月15日（日）の間は、東京都美術館内　TEL03（3823）6921〈呼出〉

事務局　小 山 厚 史 〒 194－0032 東京都町田市本町田 17－29 電話 ･FAX  042－726－1437
   E-mail：tokyo2023koudou@gmail.com
行動美術協会事務所 〒 130－0012 東京都墨田区太平 4－17－13 電話 ･FAX  03－3624－8420

  　  シティーハイム太平 303 https://www.kodo-bijutsu.jp/ 


